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ま え が き 

 
厚生労働省が 2004 年度に設置・開催した社会保障・保険・経済等を専門分野とする学識

経験者からなる「労災保険料率の設定に関する検討会」において、労災保険率設定の具体的

な方法等について、近年の産業構造や就業実態の変化等を踏まえた検討が行われ、2005 年 1
月に同検討会の報告書がとりまとめられた。その後、その検討結果を踏まえ、労災保険率の

設定手続きの透明化を図るため、厚生労働省は労災保険率の設定に関する基本方針を 2005
年 3 月に定め、その基本方針に沿って改正された労災保険率が 2006 年 4 月 1 日より施行さ

れた。 
この検討会においては、現行の労災保険の財政方式を中心として、業種区分のあり方・メ

リット制のあり方についても併せて検討が行われ、その際、数多くの関連資料が提出された。 
ここでは、今後の労災保険財政に関する行政施策に資するため、労災保険財政に関して

1989 年度にまとめられた岡山 茂・浜 民夫著『新･労災保険財政の仕組みと理論』（1989）、
上記の検討会に提出された資料などを基に、労災保険の財政方式・業種区分・メリット制等

について 1989 年度以降における制度等の改正経緯を含めて資料整理を行ったものである。 
資料整理にあたり多大なご協力を頂いた厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険財政

数理室には感謝を申し上げたい。 

 
この資料が、労災保険財政に関わる方々にとって役に立つところがあれば幸いである。 

 
2007 年 1 月 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 

理事長  小  野    旭 
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